
.~~と接触した幼合をし、 う。

(1荷 車馬接触 踏切道以外の道路において列車または111両が

人またはJl1潟と接触した場合をし、う。

(14) 列車火災。 (品) 沿線火災。 ( 16) 線路故障。

(1 7) 電線路故障 電線路に故障合生じた場合をしづ。

(18) 変電所故障 変電所に故障を生じ電力を所定巡り悩線路

に送電できなかった場合をし、 う 。

(旧) 電源故障 電源に故障を生じ所定のとおり受111できなか

った峨合をし、う。

{湖 保安装置故障 問答装置および信号装位に故隊を生じた

場合をい う。

(11 ) 車両飲降@ (11) 車両破損。(幼 死傷。 (剖)列車遅

延。 (お) その他。。

索 活

(1) 索条切断 索条が切断した幼合をしづ。

(2) 搬器落下 搬総が落下した)11合をしづ。

(3) 微器衝撃 搬総が他の搬総と衝~ーまたはJ安触 した場合，

および工作物に術予をまたは接触した幼合を し 、う。

(4) 運転装置故障 鍛総の移動装位または変包装位ならびに

これらに付航する保安装置2に故障を生じた場合をL 、う。

(5) 搬器故障 鎗緑に故障を生じた場合をいう。

(6) 工作物故障 索道の工作物に故障を生じた場合をしづ。

(7) 泡狐故障 電源に故障を生じ所定のとおり受~t!できなか

った峨合をい う 。

(8) 死 傷鍛*iの量I!転に|誕l し人に死傷を生じた場合であ

って鈴 9 号に民さない場合をし、う。

(9) その 他前各号に民さない1J~放をいう。

事故の区分 私鉄においては事故の性質および結決の大小に

よ って，間 IHの内容を巣にする必要があるため，っきrのように

事故を区分 している。

地方鉄道

(1) 甲種事故 事故f豆類の第 1 号から第 4 号までに掲げるも

の . Uf 5 号から第 22 号までおよび第 25 号に渇げるものであっ

て死傷者を生じたもの， 第 23 号にmげるものであって死傷者

5 人以上を出したもの。第 5 号から第 23 号までおよび第 25 号

に婦げるものであって，本線路を 31時間以上支障したもの。

(2) 乙種事故 事故額実質の うち昔日 5 号から W; 22 号に渇げる

ものであって， 本線路を I1時間以上 3 時間未満支障したもの，

ならびに第 24 号に渇げるものであって旅客列111および混合列

車にあっては 1 11寺間以上，貨物列111にあ っては 21時間以上遅延

したもの。 t('; 23 号に絡げるもので1'101 領事故を除いたもの。時l

組事故以外の事故であって鉄道係員にi'i:任のあるものをいう。

(3) 丙種事故 中級および乙極以外のものをしづ。ただし事

故極類のW; 24 号のうち旅客列車および混合列車にあ っ ては 30

分未満， 貨物列車にあっては 1 時間未満遅延したものを除〈。
士一

>'í'i 正i

(1) 甲組事故 事故種類の第 1 号および第 2 号に掲げるもの

ならびに第 3 号から第 7 号ま で，および第 9 号に褐げるもので

あって， 死傷者を生じたものおよび第 8 号に渇げるものであっ

て死傷者 5 人以上を生じたもの。首l; 3 号から第 9 号ま でに褐げ

るものであって 6 時間以上述転を支障したもの.

(2\ 乙組IJ~飲 事故種類の第 3 号から鈎 7 号までおよび告1); 9 

号に掲げるものであって 11時間以上 61時間未満巡4廷を支障した

もの。 ms 号に鈎げるものであって I有価L]l放を除いたもの。

2 運転事故の原因と見られるものを掲げるとつぎのとお り

でまb る。

一一一 121

うんてんじこ

(1) %線進入 す Eに述べたように正当のFJ!由がな く ， 列車

が所定の線路と lfeなる線路に進入 した場合をいい， 他の霊大な

事故の原因となる助合が多い。

(2) 鎗銀現示 侃号措告のE見示がその llU且と !品なる現示をして

いる現象をいい，このm象は，電気回路の故障した場合または

信号憾のワイヤの司M~在不良等によ っ て起きる も のである。

(3) 本 気水共発 蒸気機関車が給気運転中ifr 7k (かんすい)が蒸

気とともに気筒に入 っ て，吐出筒口を経て煙突から水滴となっ

て噴出する現象をいう。この現象は缶7kが汚tn したときまたは

缶水を多f.J:に保持したときに発生する 。 運転中気7k共発を起す

と，缶水を浪'I'èし弁室 ・ 気筒内壁の油気を洗い去って，車両破

損し述転不能に陥ることがある。

(4) 蒸気昇勝不良 務気i銭関車が運転中蒸気の発生が不良 と

なった!JI.象をいう。この現象は，話器!関ili乗務員の焚火不良ある

し‘は炭質不良・れんがアーチの崩猿 ・ 通風装 trJの不良 ・ 機管の

閉iIi\i~~によって起きるものである。

(5) 空 転 空間 I(けんいん)カが軌条而上の*ldt :lJ よりも

大きくな ったとき ， 動力111の動輸が進行せずに同一箇所におい

て急速に回転する現象をい う。

~転は軌条ITIï上にi担気または油気があったとき，曲線のため

動拾のけ}動が多いとき，運転操縦方が拙劣であったとき等に発

生し，火床かく苦しまたは車両故障を起して列JI1の llli転に支障す

ること大である。

(6) 過 積 (かづみ) 1'1:平に荷物を際記のを~ß'{または霊:w:

以上に積載した場合をいう。貨車の削IJ而には， kti依可能政大重

量 とf.W依苅が際記されている。起草記が 1 5 t の 1'1: Jliに 16 t の m

量;のある荷物を般んだり . f筑波高 2.4 m の 1'1: 11 ;:に 2 . 5 m の日さ

まで荷物を駁lli\:した泌合をいうもので，重:!ìlの巡航は Ili取h折J11

または抱ばねの町，\ìめ置となって，脱線事故の原因と なる。

(7) 偏 積 1'( 111に獄載されている貨物の重iEが貨車の対

角線上に片敵されている状態をい う 。 この状態で運転するとき ，

たまたま他の恐い条件が重なり合うと，脱線または転磁するこ

とがある。

(8) 本片 依貨物を貨車に積載する場合は， 貨物の重金を

貨車の床fíct上に均等に積載しなければならない。しかるに貨111

の床雨上の左右または前後のいずれかのーブjに， 貨物のTI3:iilが
片寄っている幼合がある。この状態を片僚とし、う。この状態で

運転すると JI1紛が浮き上って走行したり ， または他の思い条件

が競合すると脱線IIj: ，\Xを起すことがある。

(9) 信号冒進 列車または車両は停止信号の貌示あるときは，

と くに定めある場合を除いてこれをこ えて進行する ことはでき

ない。動力耶梁務uが~lnJ!li)j般の取扱を誤 り ， または信号織の誤

認 ・ 不磁波.によ っ て. 1詰号憾の停止信号をこえて進入した場合

をいう。

(10) 独断入換 車両の入後作業は多くの凶係者によ っ て作業

が行われるので， 打合わせを完全に行わないと lJ~放を起すおそ

れがあるので，作業開始前に関係者が作業計闘を完全に打合わ

せを行うことに定められている。この打合わせを行わないで関

係者が独断で入換作業を行ったことをいう。

(11) 途中転換 列車または車両が転鰍\ìlI(てんてっき)上を通

過中に転鰍総を取扱う ことをいい， この場合は転鰍甘誌を破J1l し

または車両の ïìÎJ輸と後輪とが振 り分けられた り . Tì íJ後 JII輸が具

な った線路に進入して j脱線または転覆する。

(11) 密滞不確認 転鰍\ìlI 1:t定位 ・ 反位ともにその先端で基本

軌条とせん端軌条が街活していなければならないが，併進上の

欠陥ま たは小石 ・ 木fîー などがはさまって不密着とな り ，脱線事




